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診療時間 月 火 水 木 金 土 日祝

8：30～ 12：00 ● ● ● ● ● ●
14：00～ 17：00 ● ● ● ● 鏡石町中町229

内科／循環器科（高血圧、糖尿病、心臓病、高コレステロール症、
動脈硬化症、健診、予防接種、健康相談など）

Tel 0248-94-7002

2020 年　休診日のお知らせ
　8/13 ㈭　8/14 ㈮　8/15 ㈯　8/16 ㈰

鏡石町特定健診　9/1 から始まります
　　　　　　早めのご予約をお勧めいたします！

詳しいことはお電話でお問い合わせください。

高速道路の利用は鏡石スマートＩＣから　午前６時~午後10時　自動二輪・軽・普通車専用（6m未満まで） 納税は口座振替をご利用ください。コンビニでも納付できます。

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
くらしの情報

information

「鏡石町まちづくり委員会」の
委員を募集します
問　総務課まちづくり調整グループ
　　☎ 62-2117

　町では、新たなまちづくりの計画として、第６次
総合計画、地方創生総合戦略並びに国土利用計画を
策定する予定です。計画の策定については、町民の
皆さんの意見を踏まえた上で進めていきたいと考え
ています。
　そのため、次のとおり「鏡石町まちづくり委員」
を募集しますので、まちづくりに関心のある方は、
ぜひ委員としてご参加ください。

●募集人数　９名（応募者多数の場合は抽選）
●募集期間　８月 31日㈪まで
●応募資格　
　満 18歳以上で町内にお住まいの方、または町内
の企業等に勤務されている方で、夜間等に開催され
る会議に出席できる方。
●応募方法
　役場総務課に備え付けてある申込用紙に必要事項
を記入して提出してください。
●業務内容
　まちづくりについての意見などの話し合いに参加
していただきます。令和３年８月まで、毎月１回程
度の会議を行っていく予定です。

「男の料理教室」開催
問　花みずき会　会長　稲田　☎ 62-3702

　年に一度のバーベキューを実施します。町内在住
または町内に勤務されている 60歳以上の男性の参
加をお待ちしています。
●日時　９月６日㈰９時 30分～
●場所　ふれあいの森
●対象　町内在住または勤務の 60歳以上の男性
●会費　500円
●持参物　エプロン、バンダナまたは三角巾

下水道排水設備工事責任技術者
資格認定試験のお知らせ

　公益財団法人福島県下水道公社では、「下水道排水
設備工事責任技術者資格認定試験」を実施します。

【認定試験】
●試験日　10月 25日㈰
●試験会場　日本大学工学部（郡山市）
●受付期間　８月 31日㈪まで
●申込受付場所　町上下水道課　☎ 62-2119
●受験手数料　3,300 円（税込）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
　延期もしくは中止する場合があります。
※今年度の受験講習会は、新型コロナウイルス感染
　症拡大防止の観点から中止になりました。なお、
　詳細につきましてはお問い合わせください。

問　福島県下水道公社　☎ 024-524-3510

米の全量全袋検査から
モニタリング検査に移行します

　県では、県内で生産される全ての米を対象に放射性
物質の全量全袋検査を実施し、安全性を確認してきま
した。検査の結果、平成 27年から５年間、基準値を
超えた米が無いことから、令和２年度からは避難指示
等のあった 12市町村を除く県内各市町村において、
全量全袋検査からモニタリング検査に移行します。
　モニタリング検査は、国が定めたガイドラインに
基づいて行われます。鏡石町では３点検査を実施し
て基準値超過が無いことが確認されてから出荷・販
売されます。モニタリング検査が行われる地域の紙
袋には、野菜や果物と同様に検査済ラベルの貼付は
ありませんが、基準値を超過していないことが確認
されたものですので、ご安心ください。

問　福島県農林水産部水田畑作課
　　　　　　　　　　　☎ 024-521-7360
　　須賀川農業普及所　☎ 75-2180
　　町産業課　　　　　☎ 62-2118

ごとう内科クリニック
◎院長／後藤　淳

第 25回鏡石町総合体育大会
グラウンド・ゴルフ大会参加者募集

●日時　９月 11日㈮　８時 30分～ 11時 30分
●場所　鳥見山多目的広場
●参加資格　町民であれば誰でも
●参加費　１人 500円
●申込先　鳥見山陸上競技場事務所
●申込期限　８月 25日㈫

問　鏡石町グラウンド・ゴルフ協会
　　会長　橋本隆夫　☎ 62-3412

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
厚生労働省では、「ひとり親世帯」の方を支援するため、下記のとおり給付金を支給します。

１．基本給付　　児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付（※１）

　【給付金の対象となる方】以下、①～③のいずれかに該当する方
　　①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
　　②公的年金等（※２）を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方（※３）
　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
　　　と同じ水準になっている方
　　※１…児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
　　※２…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
　　※３…すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、
　　　　　令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

　【給付額】１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

２．追加給付　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付

　【給付金の対象となる方】上記基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症
　　　　　　　　　　　　  の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

　【給付額】１世帯５万円

３．給付金の支給手続き

　【令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方（上記基本給付金対象の①に該当する方）】
　　・基本給付は申請不要です。
　　・８月末頃、令和２年６月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます（児童扶養手当の支給に
　　　使用していた口座を解約したなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更
　　　するなど手続きをお願いします）。
　　・追加給付は申請が必要です。
　　・定例の現況確認時（８月）などにあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただ
　　　きます。申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
　【それ以外の方（上記基本給付金対象の②、③）に該当する方】
　　・基本給付、追加給付（上記基本給付金対象②に該当する方）ともに申請が必要です。
　　・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに町福祉こども課に直接、または郵送で提出して
　　　ください。
　　・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。

●問い合わせ先　厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター」☎ 0120-400-903（平日９時～ 18時）
　　　　　　　　福祉こども課　☎ 62-2210


